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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員死亡 

発生日時 不明（平成２９年１月７日 ２１時００分ごろ～８日 ０４時５０分

ごろの間） 

発生場所 不明（阪神港神戸区～兵庫県姫路市姫路港飾磨
し か ま

区の間） 

事故の概要  引船大寿
だいじゅ

丸は、はしけ H
エイチ

-103 及びはしけ H
エイチ

-223 をえい
．．

航して航

行中、作業員が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２９年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 大寿丸、１７トン 

   ２７２－１３８６２大阪、新興海運有限会社 

   １３.５０ｍ×４.６０ｍ×２.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４４１.３０kＷ、昭和６２年１０月２５日 

Ｂ はしけ H-103、約４２３トン 

   なし、個人所有 

   ３７.０ｍ×９.０ｍ×４.５ｍ、鋼 

   機関なし、昭和４７年（建造年） 

Ｃ はしけ H-223、約１９８トン 

   なし、兵機海運株式会社（Ｃ社） 

   ３０.０ｍ×７.３ｍ×３.２ｍ、鋼 

   機関なし、昭和４８年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年５月２５日 

    免許証交付日 平成２６年８月１８日 

           （平成３１年１２月７日まで有効） 

Ｃ 作業員Ｃ 男性 ３９歳 

 死傷者等 死亡 １人（作業員Ｃ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西～東北東、風力 １～３、視界 良 

   好 

海象：海上 平穏、水温 約１３℃ 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員２人（以下「作業員  

Ｂ１」及び「作業員Ｂ２」という。）を乗せた空倉のＢ船及び作業員Ｃ

を乗せた空倉のＣ船をえ
．
い
．
航索で順につないで引船列（以下「Ａ船引

船列」という。）を構成し、平成２９年１月７日２１時００分ごろ姫

路港飾磨区に向けて阪神港神戸区を出港した。 

 Ａ船は、姫路港飾磨区の船場
せ ん ば

川
かわ

岸壁の沖で、船長ＡがＢ船及びＣ船

にえい
．．

航索を縮める作業を行わせる目的で主機を中立運転とした。 

 作業員Ｂ１は、Ｂ船のえい
．．

航索を縮める作業を終え、作業員Ｂ２を船

首部に残してＣ船の状況を確かめる目的で船尾部へ移動した。 

 作業員Ｂ１は、Ｃ船のえい
．．

航索が縮められていなかったので、作業

員Ｃに作業を促す合図を送ろうとしたところ、８日０４時５０分ごろ

Ｃ船付近で何かが海に落ちたような音を聞いた。 

 作業員Ｂ１は、Ｃ船の甲板上に作業員Ｃの姿が見当たらず、呼びか

けに対しても返事がなかったので、作業員Ｃが落水したものと思い、

船首部へ戻ってその旨を作業員Ｂ２に知らせた。 

 作業員Ｂ２は、作業員Ｃが落水したものと思われる旨を携帯電話で

船長Ａに知らせ、続けて本事故の発生をＣ社に連絡した。 

 Ｃ社は、本事故の発生を海上保安庁に通報した。 

 船長Ａは、Ｂ船に投錨を指示した後、えい
．．

航索を放し、作業員Ｂ２

をＡ船に移乗させて捜索を開始した。 

 作業員Ｃは、海上保安官がＣ船を確認したものの船内では発見され

ず、また、Ａ船、海上保安庁、地元の消防署及び警察署、来援した僚

船並びに最寄りの漁業協同組合による海上及び海中捜索が行われたが

発見されず、２２日専従捜索が打ち切られて行方不明となった。 

 作業員Ｃは、５月６日兵庫県東播磨港の南西方沖で漂流していると

ころを発見され、ＤＮＡ鑑定によって作業員Ｃであることが確認され

たものの、死因が不明と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａ及び作業員Ｂ１が作業員Ｃの姿を最後に見たのは、いずれも

阪神港神戸区の出港時であった。 

 作業員Ｃの救命胴衣は、Ｃ船の船内に残されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ 不明 

 作業員Ｃの死因は、不明であった。 

 Ａ船引船列は、１月７日２１時００分ごろ阪神港神戸区の出港時に

作業員Ｃが目撃された後、８日０４時５０分ごろ姫路港飾磨区の船場

川岸壁の沖で作業員Ｂ１が作業員Ｃの姿が見当たらないことに気付い

たことから、この間において、Ｃ船から作業員Ｃが落水したものと考
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えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。 

 作業員Ｃは、落水して死亡したものと考えられるが、死亡するに至

った状況を明らかにすることはできなかった。 

 作業員Ｃは、作業員Ｃの救命胴衣が船内に残されていたことから、

救命胴衣を着用していない状態で落水した可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が阪神港神戸区から姫路港飾磨区に向

けて航行中、Ｃ船から作業員Ｃが落水したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  Ｃ社は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

 ・救命胴衣の着用を徹底した。 

 ・安全保護具着用集計表、訪船報告書等を毎月作成するなどの特別

安全活動を始めた。 

 ・安全責任者による訪船活動の回数を増やし、安全宣言書を用いて

作業員の安全意識の向上を図った。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・航行中、暴露甲板上においては、不意の動揺などに備えておくこ

と。 

 ・ハンドレール等のない暴露甲板では、救命胴衣を着用することが

望ましい。 

 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

船場川岸壁 

 


